
 

 

 

 

 

 

  

１１月７日は立冬です。秋から冬へと、季節が移り変わる時季になりました。朝晩の冷え込みも強く

なってきましたが、登校してくる子供の服装は、ジャンパーを着たりマフラーを付けたりしている子も

いれば、長袖一枚の子、まだ半袖の子など様々です。あまり厚着をしすぎると、休み時間などに汗をか

いて冷えてしまい、かえって風邪をひいてしまうことがあります。下着（シャツ）を着て、かつ脱ぎ着

しやすく、調節しやすい服装がよいかと思います。脱いだ上着をどこかに置きっぱなし…ということも

ありますので、衣服には必ず記名をお願いします。 

 

 

 

インフルエンザは例年１２月から３月にかけて流行します。今年度は、新型コロナウイルス感染症と

の同時流行が懸念されています。 

罹患した場合は出席停止の扱いになりますので、学校までご連絡ください。（現在、インフルエンザ

や新型コロナウイルス感染症に限らず、発熱や風邪症状での欠席は出席停止の扱いとしています。） 

 

 ★出席停止期間…発症後５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過するまで 

 ★治癒後登校する際の提出書類…「インフルエンザ治癒届」（他の感染症で使用する「登校許可証」

とは違い、インフルエンザに限り保護者が記入します。学校ホームページからも印刷できます。） 
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～インフルエンザにかかったら～ 

☆健康観察表の記入・サインを忘れずにお願いします。学校が休みの日も検温してください。 

☆頻繁に手を洗うため、毎日清潔なハンカチ・ティッシュを持たせてください。 

☆体調が優れない場合やご家族に体調不良の方がいる場合は、登校を控えてください。 

☆発熱等体調不良の状態から回復し、欠席後元気になっても、症状がなくなった翌１日は自宅で 

様子を見てください（医療機関で登校可能と判断された場合を除きます）。 

～引き続きご協力ください～ 



 

 

 

 

お子さんとお読み 

ください。 

 

１１月
がつ

の保健
ほ け ん

目標
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  じょうぶな身体
か ら だ

をつくろう 

 

 

 

 

 


